
要 請 事 項
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本庁舎等建替事業に係る財政措置について 

【総務省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 災害対策基本法において、国は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害か

ら保護する使命を有し、防災に関し万全の措置を講ずる責務を有するとされていま

すが、その責務を果たすためには、各自治体が十分な耐震性能を有する庁舎を確保

し、災害対策活動の拠点機能を維持することが不可欠です。 

○ 昭和１３年に完成した川崎市役所旧本庁舎は、災害対策活動の拠点に必要とされ

る耐震性能を満たしておらず、大規模地震で倒壊等が生じる可能性があるなど多大

なリスクを抱えていたことから、建替えの取組を進めており、平成２９年度に旧本

庁舎の解体を終えています。現在、耐震性能の向上だけでなく、供給電源や通信シ

ステムの多重化など高い業務継続性を確保する新本庁舎の整備を進めていますが、

一時的に多大な財政負担の発生が見込まれています。 

○ 本市においては、「公共施設等総合管理計画」として「かわさき資産マネジメント

カルテ」を策定し、財政負担の平準化等による、公共施設等の総合的かつ計画的な

管理を進めていますが、本事業に係る財政負担が平準化されることで、長寿命化対

策を計画的に進めながら、市民の命を守る災害対策活動の拠点となる庁舎機能を確

保するための、確実な事業推進が可能となります。 

〇 「公共施設等適正管理推進事業債・市町村役場機能緊急保全事業」について、庁

舎整備は複数年度を要することが通常であるため、各自治体が庁舎整備の取組を円

滑に進めていくためには、着工から事業完了まで、安定した財政措置が講じられる

 市町村役場機能緊急保全事業については、平成３２年度までに着工した場合には、

竣工まで公共施設等適正管理推進事業債が適用されるよう、経過措置を設けること。 
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市町村役場機能緊急

保全事業の対象年度

対象外

年度

必要があります。

■ 効果等 

○ 事業完了までの安定した財政措置が行われることで、自治体が事業を円滑に進め

ていくことが可能となります。

（川崎市本庁舎等建替事業に係るこれまでの検討・取組の経緯） 

年 度 検討・取組の経緯 

平成 15年度 
○「耐震診断」実施 

→耐震性能は Is値=0.10 で「倒壊又は崩壊の危険性が高い」と判定 

平成 20年度 
○「緊急耐震補強工事」実施 

→Is値=0.324「倒壊又は崩壊の危険性がある」への暫定的な耐震補強を実施

平成 21年度 
○「包括外部監査」実施 

→平成 27年度末までに、市役所庁舎の耐震化対策を完了することが望まれる旨の意見 

平成 22年度 
○「東日本大震災」発生(H23.3.11) 

→一部、クラックや漏水等が発生 

平成 25年度 ○「川崎市本庁舎・第２庁舎耐震対策基本構想」策定(H26.3) 

平成 27 年度 ○「川崎市本庁舎等建替基本計画」策定(H28.1) 

平成 28 年度 ○新本庁舎の基本・実施設計に着手(H30 年度までの予定） 

平成 29年度 ○旧本庁舎上屋部分の解体撤去工事完了(H29.9) 

（川崎市本庁舎等建替事業のスケジュール）※最速で事業が進捗した場合

（川崎市役所新本庁舎の基本設計に基づく外観） 

●アトリウム ●新本庁舎全体 

※今後、実施設計等で部分的に変更される可能性があります。 

旧本庁舎 
の解体 

基本・実施設計 建築工事 新本庁舎供用開始 基本計画 

H26～H27 H28～H30 H31～H34 H34～ 

H28～H29 

この要請文の担当課／総務企画局本庁舎等整備推進室 TEL 044-200-0281

事業完了までの

経過措置を要請
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「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」推進の

ための措置について

【厚生労働省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 本市では、「第７期川崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき特別

養護老人ホーム等の介護基盤の整備の着実な推進に向けた取組を行っています。 

○ 一方、築２０年を超える特別養護老人ホームの老朽化が課題となっています。 

○ 特に、介護保険法施行以前は大規模修繕等に対する引当金の積立には一定の制約

があり、また、施設規模を比較的小さく整備していたことから、介護保険による報

酬のみでは施設の維持管理が困難な施設が多くなっています。 

○ 本市においては、平成２９年３月に「高齢者・障害児者福祉施設再編整備基本方

針」を、また、平成３０年３月には「川崎市高齢者・障害児者福祉施設再編整備基

本計画・第１次実施計画」を策定し、公設施設のみならず民設施設を含めた老朽化

への対応として、今後、計画的に建替え、施設の長寿命化を行っていくこととして

います。 

■ 費用 

○ （参考）公設施設における平成２９年９月現在の修繕工事費所要額積算： 

約５００，０００千円 

■ 効果等 

○ 計画的な改修・修繕に加え、予防保全に対して効果的に経費を投入することで、

施設の長寿命化が図られ、改築需要の延伸等 LCC（ライフサイクルコスト）の縮減

効果が期待できます。

高齢者福祉施設を対象とした大規模修繕等に要する経費の国庫負担（補助）を行う

こと。 
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　平成３０年４月１日現在

＜参考＞

「川崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、
引き続き高齢者福祉施設等の一定の整備を行い、高齢者福祉の充実を図ります。

課題　：　施設老朽化に伴う修繕費用の増大

指定管理

３６年 ７０人

８４人

柿生アルナ園 ３１年 ８０人

高齢者福祉施設整備費の国庫負担

１０４人

施設名称

みかど荘

築年数 定数 指定管理
恒春園 ３９年 ６０人

太陽の園 ３３年 ６６人

幸風苑 ３０年 ６０人
和楽館 ２９年 ６０人

長沢壮寿の里 ２９年 ５３人 指定管理
あさおの丘 ２８年 ７０人

２４年 ８４人 指定管理

桜寿園 ２６年 ７４人
虹の里 ２５年 １０８人

指定管理
金井原苑 ２３年 ９８人

多摩川の里 ２４年 ８４人 指定管理
すみよし

ひらまの里 １９年

菅の里 ２２年 ８０人
すえなが ２１年

５０人
２５人

介護保険法施行前開所の特別養護老人ホーム

高齢者福祉施設整備費の国庫負担

高齢者福祉施設に対する修繕費
補助は平成１7年度に制度廃止

大師の里 ２０年
しおん ２０年

こだなか ２４年 ５０人

この要請文の担当課／健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 TEL 044-200-2647

施設の老朽化への対応

・高齢者人口の増加
・施設整備の必要性
⇒ 整備の推進
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小児救急医療体制等の拡充について    

【厚生労働省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 本市では、年少人口の増加が当面見込まれるなか、少子化・核家族化や育児情報の氾濫に

伴う育児不安や、共働きの増加など救急医療への潜在的需要が増大していること、及び夜間

救急を担う小児科医の不足に対応するため、小児救急医療体制の確保・充実に向けた取組が

求められています。 

○ 現在、小児の初期救急については休日急患診療所に加え市内南中北３か所の小児急病セン

ターで、また、周産期救急医療については周産期母子医療センターで、それぞれ対応してお

り、市で運営するほか、小児救急医療等を担う医療機関への支援を行っています。 

○ さらに、小児医療の安定供給のためには、小児科医を安定的に確保するとともに、小児医

療の実態に即した診療報酬体系の構築などにより、小児医療の不採算を原因とする小児科部

門の廃止・縮小を防ぐ必要があります。本市では、特に採算性の低い休日や夜間の救急病院

への補助等を行っています。 

○ 小児救急医療体制等に係る診療報酬の水準は、平成３０年度の改定によっても十分とは言

えません。小児医療を取り巻く様々な課題に効果的に対処できるよう、実態を調査し、その

結果を次期の診療報酬改定に反映させることが求められています。 

■ 費用                                      （単位：千円） 

平成３０年度予算 総事業費 財   源

小児救急医療関係事業 521,983
国庫補助金 16,327 、県補助金 21,314    

使用料1,587 、一般財源 482,755 

市立病院の小児救急医療経費 308,559 医業収益 248,638 、一般会計繰入金 59,921 

１ 小児救急医療支援事業及び周産期母子医療センターの整備・運営について、地域の実情

を反映したものとなるよう、財政措置の拡充を図ること。 

２ 小児救急医療を提供する病院を経営する地方自治体に対して、財政措置の一層の拡充を

図ること。 

３ 小児救急医療等を確保するため、小児医療の実態を調査し、次期の診療報酬改定に当た

っては、実態に即したものとなるよう、その結果を反映させること。
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三次救急医療体制・周産期母子医療センター

聖マリアンナ医科大学病院
救命救急センター
総合周産期母子医療センター

日本医科大学武蔵小杉病院
救命救急センター
地域周産期母子医療センター

７休日急患診療所（内科・小児科）
各区１か所

初期救急医療体制

病院群輪番制病院（７病院・小児科）

川崎市の人口の推移（各年10月1日現在）

市立川崎病院
救命救急センター
地域周産期母子医療センター

休日二次応需病院（７病院・小児科）

救急告示医療機関

二次救急医療体制

聖マリアンナ医科大学病院
夜間急患センター

南部小児急病センター
（市立川崎病院内）
中部小児急病センター
（日本医科大学武蔵小杉病院内）
北部小児急病センター
（多摩休日夜間急患診療所内）

小児救急医療体制等の維持
財政措置の拡充
・小児救急支援事業や周産期母
子医療センターの運営
・病院等を経営する地方自治体

小児医療

小児科医師
の不足

この要請文の担当課／健康福祉局保健医療政策室 TEL 044-200-2420

川崎市の小児救急医療体制等の拡充

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

総　人　口 217,974 219,862 223,378 226,537 229,653

うち１５歳未満 25,748 26,020 26,311 26,280 26,242

総　人　口 157,333 158,663 160,890 162,618 165,974

うち１５歳未満 20,477 20,830 20,544 20,805 21,381

総　人　口 239,987 244,363 247,529 251,248 254,156

うち１５歳未満 30,772 31,576 31,878 32,490 32,924

総　人　口 222,721 224,710 228,141 229,584 230,507

うち１５歳未満 29,896 30,004 30,142 30,173 30,002

総　人　口 222,756 224,648 225,594 227,375 229,481

うち１５歳未満 32,509 32,488 31,346 31,380 31,443

総　人　口 213,728 214,138 214,158 215,644 216,681

うち１５歳未満 24,781 24,453 23,790 23,647 23,420

総　人　口 173,697 174,659 175,523 176,471 177,238

うち１５歳未満 23,836 23,866 23,718 23,639 23,447

総　人　口 1,448,196 1,461,043 1,475,213 1,489,477 1,503,690

うち１５歳未満 188,019 189,237 187,729 188,414 188,859

川崎区

幸　区

麻生区

合　計

中原区

高津区

宮前区

多摩区
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川崎市の成人ぜん息患者医療費助成制度を自立支援型公害健康被害予防事業と 

して認定し、事業経費を助成対象とすること。 

成人ぜん息患者医療費助成事業について 
【環境省】  

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 国は、平成２０年度にぜん息患者の疾患の回復や予防を行うことへの支援を目的

とした自立支援型予防事業を創設し、独立行政法人環境再生保全機構を通じて地方

自治体の要望を聴取のうえ重要性の高い事業を実施し、日常生活の中でぜん息患者

の増悪予防・健康回復を図っています。 

○ 本市では、すでに平成１９年 1 月から市内のぜん息患者の健康回復及び福祉の増

進を目的とした｢成人ぜん息患者医療費助成制度｣を独自事業として実施しています。 

○ 本市が実施している事業は、国が創設した事業と対象者や目的を同じくし、ぜん

息患者の健康回復の観点においても重要な支援策と考えており、重積発作予防等の

ための治療支援による予防の観点からも、国の支援が必要と考えています。 

■ 費用 

○ 成人ぜん息患者医療費助成の推移  ※全額本市負担        単位：千円

年  度 Ｈ24 決算 Ｈ25 決算 Ｈ26決算 

171,411
Ｈ27 決算 Ｈ28決算 

扶 助 費 140,172 154,324 171,411 189,072 

29,273

195,095 

助成経費 27,715 29,325 32,764 29,273 18,464 

合  計 167,887 183,649 204,175 218,345 213,559 

■ 効果等 

○ 成人ぜん息患者医療費助成制度を、安定的に実施していくことが可能となります。 
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川崎市成人ぜん息患者医療費助成事業概要

この要請文の担当課／健康福祉局保健所環境保健課 TEL 044-200-2435
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予防接種事業の抜本的改革について 

【厚生労働省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 平成２４年５月に厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会で示された「予防接

種制度の見直しについて（第二次提言）」において、「ワクチンギャップに対応する

ため、必要なワクチンについては定期接種として位置づける」とされました。これ

を受け、平成２５年度からヒトパピローマウイルス感染症等のワクチン接種事業が

予防接種法改正により定期予防接種となり、水痘及び高齢者の肺炎球菌感染症の２

ワクチンが平成２６年度に、Ｂ型肝炎が平成２８年１０月から定期接種化されまし

た。 

また、任意予防接種の取扱いやあり方についても検討が続いており、定期予防接

種としておたふくかぜが追加されることが見込まれます。 

○ 予防接種法に基づき実施されている定期予防接種は、全額公費負担（インフルエ

ンザ・高齢者の肺炎球菌感染症予防接種は一部自己負担あり）で実施しています。

予防接種法に基づかない任意予防接種は、原則、全額自己負担となっています。 

○ 本来、予防接種は国の責任において必要とする国民すべてが等しく接種できるよ

うにするべきものです。定期予防接種に係る経費については、平成２５年度に地方

交付税による財政措置の拡充がなされたところですが、交付税措置ということから、

予防接種にかかる財源が明確にならず、地方自治体により負担の差が発生します。

制度やそれに係る国と地方の財政負担について抜本的な見直しを行い、必要な財源

は交付税措置ではなく、全額国庫負担とする必要があります。

■ 効果等 

○ 定期予防接種となることで接種率が向上し、感染症の発生及びまん延が予防され

ます。 

○ 国による費用負担の導入により、地方自治体の負担が軽減され、接種勧奨等に更

に取り組めることで接種率が向上し、感染症の発生及びまん延が予防されます。

１ 平成２４年５月に厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会で示された「予防接

種制度の見直しについて（第二次提言）」に従い、任意予防接種については、早期

に定期接種化すること。 

２ 定期予防接種については、国の責任において、必要とする国民すべてが等しく接

種できるよう、地方交付税措置ではなく、全額国庫負担とすること。
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17.4

36.7 38.1 36.8
40.7

38.4 39.7
41.9 41.7

43.8

10

20

30

40

50

予防接種事業費（億円）

定期予防接種の拡充と地方自治体の負担増は相互に関係しており、 

予防接種事業の抜本的改革が不可欠である。 

任意接種のおたふくかぜワクチンが定期予防接種化された場合の

本市負担額 

４１.７億円→４３.８億円 

この要請文の担当課／健康福祉局保健所感染症対策課 TEL 044-200-2440 

ヒトパピローマウイルス感染症ワクチンについて、積極的接種勧奨差し控えのため、25
年度以降の経費を 24 年度実績額により見込んだ

・ヒトパピローマウイルス

感染症

・ヒブ

・小児用肺炎球菌

3 ワクチン接種事業導入

・ヒトパピローマウイルス

感染症

・ヒブ

・小児用肺炎球菌

3 ワクチン定期化

・水痘

・成人用肺炎球菌

2 ワクチン定期化

・B 型肝炎

定期化

・おたふくかぜ

定期化
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住宅・建築物の総合的な耐震対策等による 

安全・安心に暮らせるまちづくりの推進について 

【国土交通省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 大規模地震時に甚大な被害の発生が想定される本市では、既存建築物の耐震化や

密集市街地の改善が急務であり、これまで耐震対策等の制度拡充に努めてきました。 

〇 住宅・建築物に対する各種施策の取組により、今後も、まち全体の総合的な耐震

化を推進するため、制度拡充や時限措置となっている耐震対策緊急促進事業の延長

が必要です。 

○ 密集市街地対策を加速させるため、地域における積極的な取組を国として評価し、

地域の防災性能の向上に有効な建築物への更新に対して限定的となっている助成内

容を拡充するなど一層の制度拡充が必要です。 

○ 高齢者や障害者､子育て世帯等の居住の安定確保に向け､公営住宅の整備・改善な

ど､安全･安心な暮らしを支える良質な住宅の供給に向けた取組の推進が必要です。

■ 費用 

○ 平成３１年度計画事業費      約３６．８億円（国費 約１６．３億円） 

・ 住宅・建築物の耐震対策事業    約 ２．８億円（国費 約 １．３億円） 

・ 密集市街地の改善事業       約 １．１億円（国費 約 ０．５億円） 

・ 公営住宅整備事業等        約３２．９億円（国費 約１４．５億円）

■ 効果等 

○ 住宅・建築物の耐震性、耐火性向上による安全性の確保 

○ 良質な住宅の供給による高齢者、障害者、子育て世帯等の居住の安定 

建築物等の耐震化をはじめとした総合的な耐震対策や密集市街地の改善、高齢者

等の居住の安定確保に向けて、必要な制度拡充や耐震対策緊急促進事業の延長等の

財政措置を講ずること。 
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建築物の耐震化の更なる促進を図るために、平成２７年度に改定を行った新た

な「川崎市耐震改修促進計画」に基づき、各種施策を推進してまいります。

■住宅・建築物の耐震化事業（民間建築物） 

目標：住宅及び特定建築物の耐震化率を平成３２年度末までに９５％とする。 

（平成２９年度末の耐震化率 住宅：９２．８％ 特定建築物：９３．１％） 

主な取組

・木造住宅耐震対策・民間マンション耐震対策・特定建築物等耐震対策

  ・耐震診断義務化沿道建築物耐震対策

沿道建築物の耐震診断を義務化する道路の指定路線図 

■住宅市街地総合整備事業（密集市街地整備型） 

目標：重点対策地区内の焼失棟数を平成３２年度末までに３割減とする。 

主な取組 

・密集住宅市街地整備促進事業、老朽建築物除却事業、住宅等不燃化推進事業

など 

■公営住宅整備事業 

・中野島住宅 （１棟 ２１戸） 

■公営住宅ストック改善事業 

・長寿命化型・安全性確保型等改善事業（全１７団地 ４５棟） 

■高齢者、障害者等の居住の安定 

・マンション共用廊下等段差解消工事、居住支援推進事業 など

こ の 要 請 文 の 担 当 課 ／ まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課  T E L  0 4 4 - 2 0 0 - 2 7 3 1
まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課  T E L  0 4 4 - 2 0 0 - 2 9 9 3
ま ち づ く り 局 指 導 部 建 築 管 理 課 T E L  0 4 4 - 2 0 0 - 3 0 1 7

公営住宅整備事業等 

これらの取組により、安全・安心に暮らせるまちづくりを推進します。

横 浜 市

―： 緊急交通路（14路線） ---:第１次緊急輸送道路（17路線）  合計（３１路線） 

東 京 都

住宅・建築物の耐震対策事業等 

▽：東京都が耐震診断を義務化している道路に接続する路線

▲：横浜市が耐震診断を義務化している道路に接続する路線

□：重要な防災・物流拠点（物資集積場所３ヶ所、広域防災拠点）

：災害対策本部

○：区役所

：密集市街地改善の重点対策地区 
（建物総数７，２００棟、面積１２８ha）
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消防施設及び緊急消防援助隊の整備について 

【総務省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 本市においては、社会情勢に適切に対応し、あらゆる災害から市民の生命、身体

及び財産を守るという法（消防組織法）の趣旨のもと、災害時の防災拠点となる消

防施設等の整備に努めるとともに、迅速な出動体制や的確な消防体制の整備を進め、

更なる消防力の充実・強化を図っています。 

○ 防災拠点となる消防署所等の早期改築・改修が求められており、安定稼働に向け

た消防指令システムの非常用発電機の整備や消防・救急無線局（固定）の再整備な

ど、事業の推進が喫緊の課題とされています。 

〇 指定都市は、大規模な災害等に即応するため、消防車両等の充実強化を図り、一

度強化した装備についても、これを維持するため計画的な更新整備が必須であり、

災害発生時には広域的に消防・救助活動を展開する役割を有しております。 

〇 整備費用の財政負担も大きく、国の補助金について、緊急消防援助隊設備の更新

より新規整備が優先されることや、交付額の合計が９，５００万円（零細補助基準

額）に満たない場合に交付決定を受けられないことについて、配分方針と採択基準

の見直しを要望します。 

■ 費用 

○ 平成３１年度計画事業費 

・ 消防施設整備事業等       約５．０億円 

・ 緊急消防援助隊設備整備事業等  約５．４億円 

■ 効果等 

○ 大規模災害への対応力の早期確立 

１ 消防施設等の整備について、必要な財政措置を講ずること。 

２ 緊急消防援助隊の整備について、必要な財政措置を講ずること。 
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区  分 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

事

業

概

要

消
防
庁
舎

航空隊庁舎整備 
改築 

（解体工事等） 
― ― 

多摩消防署 
宿河原出張所 

改築 
（設計等） 

改築 

（本体工事等）
―

消
防

施
設

臨港消防署 
千鳥町出張所桟橋 

改築 
（本体工事等） 

― ― 

消
防
団

中原消防団 
住吉分団市ノ坪班 

改築 
（設計等） 

改築 
（本体工事等） 

― 

耐震性貯水槽 
新設 

（１基 設計等） 
新設 

（１基 工事） 
新設 

（１基 設計等） 

消防情報通信の高度化 
非常用 

発電機工事 
非常用 

発電機点検整備 
― 

消防救急無線固定局等整備 無線設備整備 無線設備整備 無線設備整備 

合計（概算） 約３．０億円 約５．０億円 約２．４億円 

区  分 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

事

業

概

要

消防自動車等 ９台 １５台 １６台 

救急自動車 ４台 ４台 ４台 

合計（概算） 約４．６億円 約５．４億円 約６．４億円 

この要請文の担当課／消防局総務部庶務課    TEL 044－223－2512
消防局総務部施設装備課  TEL 044－223－2548 

          消防局警防部指令課    TEL 044－223－2544

消防施設整備事業等

緊急消防援助隊設備整備事業等

-41-



石油コンビナート地域の強靭化について 

【内閣府・総務省・経済産業省・国土交通省・厚生労働省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 臨海部の石油コンビナート等特別防災区域等に立地する企業は、法律等に基づい

て一定の災害対策を講じています。しかしながら、首都直下地震被害想定において

は、危険物・コンビナート施設に関して東京湾沿岸において流出約６０施設、破損

等約７３０施設の被害が想定されており、周辺地域への影響に加え、首都圏全体の

市民生活や経済活動への多大な影響も懸念されることから、想定される地震の発生

頻度や切迫性に応じた取組が必要です。 

○ 国においては、東日本大震災や各種被害想定調査結果等を踏まえ、危険物施設等

の技術基準の見直しの検討や検証を実施するとともに、災害時のエネルギー安定供

給の観点から石油出荷設備等の強化に要する費用の補助及び民有護岸の耐震改修に

対する支援制度など、強靭化に向けた取組を推進することが必要です。

１ 国が公表した首都直下地震被害想定及び南海トラフ沿いの巨大地震による長 

周期地震動に関する報告等を踏まえ、消防法、高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締

法等の技術基準の妥当性について検証、見直し等を行い、耐災害性の向上や防災体

制の強化を図ること。 

２ 事業者が実施する液状化対策や津波対策、護岸の改修等の減災対策への支援の 

継続と拡充に取り組むとともに、定期改修等が年度当初に行われる場合であって

も、事業者が活用可能となるよう、柔軟な制度運用を図ること。 

３ 施設の経年劣化に対する維持管理技術の開発や情報提供を行うこと。また、経年

劣化した配管等の施設改修へのインセンティブを向上させる取組を進めること。 

４ 事業者がコンビナート保安人材を育成・確保できるよう、必要な支援を行うこと。 
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○ 本市では、臨海部で想定される主な災害の未然防止と拡大防止を目的として、

平成２５年４月に川崎市臨海部防災対策計画を策定（平成２９年１１月改定）し、

石油コンビナート地域における総合的な防災・減災対策を推進するとともに、平

成２８年３月に川崎市国土強靭化地域計画を策定し、強靭化に関する取組を総合

的かつ計画的に推進しております。

○ 石油コンビナート地域における事前防災・減災対策の考え方に基づく強靭化に

ついては、国、自治体及び事業者が役割に応じた取組を実施することが必要とな

りますので、国においては防災・減災対策の公的な支援の必要性、あり方につい

て検討するとともに、実効ある対策を推進することが必要です。

■ 効果等 

○ 防災力、耐災害性の向上による首都圏の市民生活及び経済活動への影響の軽減 

○ 災害時におけるエネルギーの安定供給と速やかな復旧・復興 

この要請文の担当課／総務企画局危機管理室危機管理計画担当 TEL 044-200-2478 

国、自治体、事業者が役割に応じた取組を実施

国

・技術基準等の策定

・防災・減災対策への支援

           等

自治体

・法令等に基づく指導

・総合的な防災・減災対策

の推進   等

事業者

・防災・減災対策の実施

・保安人材育成 等

石油コンビナート地域の強靭化 

石油コンビナート地域の現状

・エネルギー供給等の面において、本市のみならず首都圏の市民生活や経済活動を支えている

・立地企業は多くの危険物を取り扱っていることから一定の災害対策を講じているものの、大規模

災害時には周辺地域への影響に加え、市民生活や経済活動への多大な影響が生じる恐れがある

首都直下地震対策、国土強靭化に基づく取組

取組の推進

防災・減災対策が

必要

-43-



五反田川放水路整備事業の推進について    

【国土交通省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 本市は、河川の治水対策を推進するため、緊急かつ重点的対策として時間雨量５０

㎜に対応できるよう、環境にも配慮しながら河川の改修に取り組んでいるところです。 

○ 近年、局地的な集中豪雨や観測史上の記録を上回る大雨、都市化の進展等により、

都市型水害が深刻になっております。特に洪水時、下流まで約２０分で流下する高低

差の著しい一級河川五反田川は、下流部及び二ヶ領本川との合流部で急激な水位上昇

が生じ、度重なる水害を繰り返してきました。 

○ 五反田川下流の二ヶ領本川は高度に都市化された地域を貫流し、河道拡幅や掘削に

よる河道改修が困難な状況となっております。このため、五反田川の洪水を直接多摩

川に放流する五反田川放水路整備事業を進めており、現在、暫定供用による整備効果

の早期発現を目指しております。 

■ 費用 

○ 総事業費 約３００億円（国費 約８５．９億円 県費 約８５．９億円） 

○ 平成３１年度計画事業費 約１７．３億円 

（国費 約 ４．４億円 県費 約 ４．４億円） 

■ 効果等 

○ 五反田川の洪水を直接多摩川に放流する放水路を整備することで、放水路下流域の

五反田川及び二ヶ領本川は、現況断面で将来計画である時間雨量９０㎜対応となりま

す。 

○ 面積約３４１ｈａ、約７，１００戸の浸水想定被害が解消されます。 

 本事業は大規模工事であり、事業が完成するまで長期間を要することから、計画

的な事業執行を図るために必要な財政措置を講ずること。 
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五反田川放水路整備事業の概要

○計 画 区 間  川崎市多摩区生田８丁目～川崎市多摩区登戸新町

○計 画 期 間  平成４年度～平成３５年度（平成３１年度から暫定供用）

○総 事 業 費  約３００億円

○事業の概要  延 長２，１５７ｍ

        （うち地下トンネル２，０２５ｍ、函体１５ｍ、樋門３７ｍ、堤外水路８０ｍ）

計画高水流量 １５０ ／秒

   ○今後の事業費の見込み

暫定供用 完成

当初 補正

国費 51.8 4.4 3.3 1.4 3.5 4.4 4.4 4.4 4.4 3.9 85.9
県費 51.8 4.4 3.3 1.4 3.5 4.4 4.4 4.4 4.4 3.9 85.9
市費 51.8 4.4 3.3 1.4 3.5 4.4 4.4 4.4 4.4 3.9 85.9
小計 155.4 13.2 9.9 4.2 10.5 13.2 13.2 13.2 13.2 11.7 257.7

20.7 0.5 2.7 4.1 3.3 2.6 2.8 3.0 41.7
合計 176.1 13.7 13.2 17.3 16.5 15.8 16.0 14.7 299.4

単独

事

業

費

補助

H28年度
H27年度

まで

H29年度
H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 合計

2.0

16.1

この要請文の担当課／建設緑政局道路河川整備部河川課 TEL 044－200－2906 

（施工済み） 

トンネル内径 ８．７ｍ 

工事箇所 

施工済箇所 

放流部立坑 

延長 ２，１５７ｍ

⑥

山下川

主要地方道 

五反田川放水路

小田急線

南
武
線

多
摩
川

向ヶ丘遊園駅登戸駅

 世田谷町田

トンネル部 ２，０２５ｍ

函体その他

１３２ｍ

Ｈ２１年～Ｈ２４年

（放流部立坑築造）完了

Ｈ２１年～Ｈ２６年

（トンネル部築造）完了

五反田川

Ｈ９年～Ｈ１２年

（分流部立坑築造）完了

Ｈ２６年～Ｈ２８年

（函体部築造）完了

（施工済み）

Ｈ２７年～Ｈ３０年

（樋門･堤外水路築造）

Ｈ２８年～Ｈ３２年

（分流部施設整備）

トンネル部 

Ｈ３０年～Ｈ３５年

（分流部設備整備他）

単位：億円 
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高規格堤防の今後の整備区間における着実な 

整備の推進について 
【国土交通省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 高規格堤防については、平成２３年１２月の第７回「高規格堤防の見直しに関す

る検討会」において、人口が集中した地域で、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発

生する可能性が高い区間に大幅に絞り込んで整備するとされ、多摩川については、下

流域から国道１号線付近までが今後の整備区間として位置付けられました。 

○ 整備区間内の戸手地区については、高規格堤防の整備を前提としたまちづくりが

進められており、また、増水時に度々冠水し、堤防が決壊すると川崎駅周辺地区など

において甚大な人的被害が発生する恐れがあるなど、整備緊急度の高い地域となって

いるため、残る上流部についても整備を推進し、早期に完了する必要があります。 

○ 殿町地区については、「国際戦略総合特区」、「国家戦略特区」及び「特定都市再生

緊急整備地域」の指定を受け、羽田空港との近接性等を活かしたライフサイエンス分

野の高度な先端技術を有する研究機関等が集積する世界的なイノベーション創出拠

点の形成が進んでいるところです。未整備区間においても既に施設の整備が行われて

いる状況でありますが、我が国の国際競争力の強化を牽引する拠点であることから、

同地区の治水安全度の向上を図るためにも、土地利用の更新等の機会を捉えて、機動

的に対応していく必要があります。 

■ 効果等 

○ 高規格堤防の整備により、周辺地域全体の治水安全度の向上が図られます。 

○ 高規格堤防の整備に併せたまちづくりにより、良好な住環境の形成が図られます。 

今後の整備区間として位置付けられた多摩川右岸の高規格堤防整備事業につい

て、着実な整備の推進を図ること。 

・戸手地区の早期完了に向けた上流部の事業推進 

・殿町地区における土地利用更新等の機会を捉えた機動的な対応
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高規格堤防整備事業（概要） 

戸手地区・殿町地区（位置図） 

戸手地区 殿町地区 

この要請文の担当課／まちづくり局市街地整備部地域整備推進課 TEL 044-200-2730
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エネルギーに関する取組の推進について    

【経済産業省・環境省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 国においては、現在、エネルギー基本計画の見直しを行っており、２０３０年ま

でに再生可能エネルギーを初めて「主力電源」と位置づけ、最大限導入していく方

針とする政策案が総合エネルギー調査会基本政策分科会にて示されたところです。 

○ エネルギー政策は、国が行う重要な政策の一つですが、本市では、パリ協定の採

択を受け、新たに策定した「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」に基づき温暖化

対策を推進しています。その中では「再生可能エネルギー等の導入と最適利用によ

る低炭素なまち」の実現を目指し、ＩＣＴを活用したエネルギーマネジメントシス

テムなどによる効率的なエネルギー利用や、災害時にも有効な再生可能エネルギー

や蓄電池等の導入によるエネルギーの自立分散を進めているところです。 

○ また、最先端の技術を取り入れた創エネ・省エネ・蓄エネを推進するためには、

効率の向上や製造コストの削減などの技術開発を促進するとともに、市民や事業者

の導入を促進するような支援制度が必要です。 

○ 多様な主体がエネルギーの利用について、自ら考え行動するためには、エネルギ

ー状況の把握が重要であることから、市民・ＮＰＯ・事業者・大学・研究機関など、

誰もがエネルギーの状況を的確に把握できる仕組が必要です。 

１ 低炭素社会の実現、自立分散型エネルギーシステムやスマートシティの構築に向

けて、最先端の環境配慮機器及び次世代自動車等の導入や関連する技術開発を促進

するための財政措置を講ずること。 

２ 再生可能エネルギーの普及拡大は、持続可能な低炭素社会の構築だけでなく、蓄

電池等との組み合わせにより災害時にも有効な自立分散型エネルギーともなるこ

とから、今後耐用年数を迎える太陽光発電設備やその付帯設備、また蓄電池等の計

画的な更新に向け必要な仕組みを構築し、支援を講ずること。 

３ 電力需給などエネルギーに関するデータは、取組を効果的に推進する上で、基礎

となる重要な情報であることから、誰もが的確に把握できるような仕組を構築する

こと。 
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川川崎崎市市地地球球温温暖暖化化対対策策推推進進基基本本計計画画

～～ＣＣＣＣかかわわささききエエココ暮暮ららしし・・未未来来へへつつななげげるる 3300 ププラランン～～

この要請文の担当課／環境局地球環境推進室 TEL 044－200－2956 

将来的に目指すべき低炭素社会のイメージ（2030年のまちの姿） 
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微小粒子状物質（PM2.5）及び光化学オキシダント 

削減の取組について 

【環境省・経済産業省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ PM2.5 につきましては、平成 28 年度に川崎市内で全測定局において初めて環境基準

を達成したところですが、環境基準の継続的な達成に向けて引き続き取り組む必要が

あります。また、光化学スモッグにつきましては、毎年注意報が発令されている状況

にあります。このため、PM2.5 や光化学オキシダント対策を検討・推進するため様々

な原因物質の発生源とその排出実態を明らかにするとともに、生成機構等を早急に解

明する必要があります。 

○ 発生原因は国内の発生源寄与とあわせて、越境汚染の寄与も推定されており、さら

に、国内の発生源については、地域ごとに特色がみられるため、より効果的な対策を

進めるには、国が主体となって地域ごとの詳細な調査を行う必要があります。また、

自治体が独自に発生源等の調査を行う場合には多大な財政負担となることから、国の

財政支援が必要となります。 

○ 大気汚染が問題となっている諸外国において、公害克服に努めてきた経験及び先進

的な環境技術による国際貢献が重要であり、越境汚染を抑制するためにも、現在、国

が進めている二国間連携などの取組を引き続き推進する必要があります。 

○ 「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十三次答申）（平成２９年５

月中央環境審議会）」において、業界が自主的取組計画を定めて Stage２の導入を促進

することが適当であるとしております。中小・零細の燃料小売事業者にあっては、機

器の更新に係る負担が過大であることから、大気環境の保全を目的とした財政措置が

必要です。

１ 国民の健康を保護するため、微小粒子状物質（PM2.5）及び光化学オキシダントにつ

いての大気中の挙動や揮発性有機化合物（VOC）由来の二次生成機構等の実態を早急

に解明するとともに、国内における排出抑制策を推進すること。 

２ 発生源等の実態把握については、国が主体となって地域ごとの特色を考慮した調査を

行うとともに、自治体が独自に行う調査に対して必要な財政措置を講ずること。 

３ 越境汚染対策のための国際的な取組を引き続き推進すること。 

４ 自動車への燃料給油時のＶＯＣ排出抑制のため、給油所側での対策（Stage２）の普

及に向けて、燃料小売事業者への支援を実施すること。 
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下水道施設の改築への国費負担の継続について 

【財務省・国土交通省】 

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 平成２９年度の財政制度等審議会において、下水道事業は受益者負担の観点から、

汚水に係る下水道施設の改築について、排出者が負担すべきとの考えが提示されまし

た。 

○ 下水道は、地域から速やかに汚水を排除することによって公衆衛生を向上させると

ともに、汚水を浄化・放流することによって公共用水域の水質を保全するなど、極め

て公共性の高い社会資本であり、水質汚濁防止法でも国の責務が明示されています。

また、その国費負担は地方財政法上、国が義務的に支出する負担金として整理される

とともに、下水道法では、施設の設置に加えて改築も国庫補助の対象としています。 

○ 本市を含めた地方公共団体では、効率的な事業運営に向けて様々な経営努力を重ね

ていますが、下水道事業は現行の国庫補助制度を前提として運営してきていることか

ら、下水道施設の改築への国費負担がなくなった場合、財源不足を補うための使用料

の引上げにつながるとともに一般会計への負担も増加することが懸念されます。 

○ 仮に、使用料の引上げを実施した場合は、市民生活や社会経済活動等に大きな影響

が出ることは避けられません。また、公共性の観点から利用が義務付けられる使用料

の引上げは、市民の理解が得難く、引上げが行えない場合には、施設の改築が滞り、

都市部における道路陥没やトイレの使用停止などを引き起こしかねません。 

○ 今後も市民が安全で安心な社会生活を継続するため、下水道の公共的役割に対する

国の責務は新設時も改築時も変わるものではないことを踏まえ、下水道施設の改築に

対する国費負担を確実に継続すべきです。 

 下水道施設の改築に係る国費負担について、都市の安全や安心を確保するため、

公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全など、下水道の公共的役割に対する国の責

務の観点から、確実に継続すること。
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川崎市における下水道施設の状況 

  この要請文の担当課／上下水道局下水道部下水道計画課 TEL 044-200-2886

下水管きょの年度別累計延長（平成２８年度末） 
老朽化により破損した下水管きょの内面 

道路陥没や下水道の機能の停止により、市民生活に重大な

影響が及ぶ恐れが増大するため、改築への国費負担の継続が

必要不可欠である。

下水管きょの老朽化に起因する道路陥没 

処理場・ポンプ場の経過年数（平成２８年度末） 

２４施設のうち１２施設がすでに５

０年を超えており、１０年後には１７

施設（全施設の約７０％）が５０年を

超える見込みとなっている。

健全な下水道機能を継続的に維持し

ていくためには、改築への国費負担の

継続が必要不可欠である。

処理場 

ポンプ場 

老朽化によるゲート設備の劣化 

硫化水素による槽内部の劣化 

施設名 経過年数
六郷ポンプ場 82
渡田ポンプ場 　74※
京町ポンプ場 65
古市場ポンプ場 64
観音川ポンプ場 64
大師河原ポンプ場 62
小向ポンプ場 61
加瀬ポンプ場 56
大島ポンプ場 56
丸子ポンプ場 55
登戸ポンプ場 53
戸手ポンプ場 50
天王森ポンプ場 44
等々力ポンプ場 44
渋川ポンプ場 42
江川ポンプ場 29
久末ポンプ場 26
蟹ヶ谷ポンプ場 26
踊場ポンプ場 26 ※再構築事業実施中 

施設名 経過年数
入江崎水処理センター 　56※
加瀬水処理センター 44
等々力水処理センター 35
麻生水処理センター 28
入江崎総合スラッジセンター 22

-65-



下水道整備事業の推進について    

【国土交通省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ これまで、管きょの老朽化対策については、「下水道老朽管の緊急改築推進事業」の

制度を活用し、交付金を活用した再整備を計画的に実施してきましたが、本事業制度

は平成３０年３月３１日限り、その効力を失ったところです。しかしながら、下水道

施設を安定的かつ継続的に機能させるためには、今後も交付金制度を継続して活用す

ることが必要です。 

○ 下水道は市民生活を支える重要な都市基盤であり、大規模地震発生時でも下水道機

能を損なうことのないよう、下水道施設の耐震化などが必要です。 

○ 局地的集中豪雨の頻発など、近年の気候変動に対応するための施設整備が必要です。 

○ 下水道は都市基盤としての役割に加え、健全な水環境の確保、温室効果ガスの削減、

資源・エネルギーの有効活用等、多様な環境対策の役割を担っています。

○ 合流改善や高度処理の基準達成には、施設整備に多額の費用を要する上、法令等で

目標年次が定められているため、下水道経営に大きな影響を与えています。 

■ 費用 

○ 平成３１年度計画事業費 約１９０億円（国費 約７０億円） 

１ 安定した下水道サービスを継続して提供するため、老朽化した管きょの再整備に

係る交付金事業制度を創設すること。 

２ 大規模地震などの災害時においても下水道機能を確保するため、下水道施設の耐

震化などの推進に必要な財政措置を講ずること。 

３ 気候変動に伴う降雨形態の変化などを踏まえ、水害に強いまちづくりを実現する

ため、浸水対策・ゲリラ豪雨対策に必要な財政措置を講ずること。 

４ 快適な水辺環境の確保や地球環境に配慮するため、合流式下水道の改善や、下水

処理場の高度処理化、さらには温室効果ガスの削減など、環境対策に必要な財政措

置を講ずること。 

５ 主要な管きょの設置、改築に係る指定都市と一般市との格差是正を図ること。
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中小企業の人材確保支援及び若者の職業的自立 

支援の推進について 

【厚生労働省・経済産業省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 景気の穏やかな回復に伴い雇用情勢は改善していますが、中小企業における人材不足は深

刻化しており、従業員規模別高校卒業者の充足率の推移では、299 人以下の規模における充
足率が 2013年の61.5％から 4年後の 2017年は 32.8％と大きく減少しています。また、本
市労働状況実態調査によると、短時間勤務や在宅勤務制度などの労働条件・職場環境の整備

状況が、大企業と比較し中小企業における取組が大きく遅れています。

このことから「働き方改革」の取組を推進し、中小企業の労働条件・職場環境を整備する

ことにより、中小企業の人材の確保・生産性の向上を図る必要があります。

○ 内閣府「子供・若者白書」によると、若年無業者数が全国で 77 万人と推計されるととも

に、平成 22 年度に設置した「かわさき若者サポートステーション」の登録者数も増加傾向

をたどるなど深刻な状況にあります。また、登録者それぞれの状況に応じた継続的かつ積極

的な支援が必要なところですが、地域若者サポートステーションの国からの運営委託期間が

単年度であること、支援プログラムの一部が地方公共団体の役割となっていることから、安

定的かつ発展的な運営が困難な状況となっています。  

このことから、国からの運営委託期間を複数年度とするとともに、地方公共団体の役割と

されている「若者キャリア開発プログラム」をはじめとする各種支援プログラムや臨床心理

士の配置については、国の責任においてその所要経費のすべてを措置することが必要です。 

■ 効果等 

〇 職場環境の改善による人材の確保や生産性の向上を図ることにより、地域の中小企業を活

性化し、持続的・安定的な地域経済の発展を実現します。 

○ 若年者の就業・自立支援を安定的かつ発展的に行うことにより、本来、社会の支え手であ

るべき若年者層が生活保護対象に移行することを防止し、安定的に就労・自立することで、

国や自治体の財政基盤の強化に資するとともに、経済の活性化を促すことができます。

１ 「働き方改革」の推進による市内中小企業の人材の確保・生産性の向上等を通じた地域

経済の活性化に向けた支援制度を確立すること。

２ 地域若者サポートステーション事業について、継続的・安定的に若年者の職業的自立を

支援できるよう、国からの委託期間を複数年度化とするとともに、事業の拡充を図るため、

国の責任においてその所要経費のすべてを財政措置すること。
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２ 働き方改革の取組状況  （川崎市） 

【取組】  
①短時間勤務やフレックスタイム等、時差勤務制度  
②時間外・休日勤務の免除等、勤務軽減措置  
③在宅勤務制度  
④託児施設の設置  
※建設業、製造業、情報通通信業、運輸業、郵便業の従業員 301 人以上は大企業、
300 人以下は中小企業。卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業、教育、学習支援
業、医療、福祉業、サービス業の従業員 51 人以上は大企業、50 人以下は中小企業。  

（出典）平成 29 年川崎市労働状況実態調査  

３ かわさき若者サポートステーション（コネクションズかわさき）の登録者数と 

若年無業者数（全国）の推移  

この要請文の担当課／経済労働局労働雇用部  TEL 044 -2 00 -22 76

（出典）厚生労働省「新規学卒者（高校・中学）の職業紹介状況」  

※１  各年の新規学卒者について、公共職業安定所及び学校において取り扱った求人、

就職状況をとりまとめたもの。  

※２  「充足率」＝「就職者数」÷「求人数」×100 

大 企 業と 比較 し

て 、 中小 企業 は

十分 に取 り組め

ていない。

若年無業者数（全国）の推移

（出典）内閣府「子供・若者白書」

※１ このグラフの数値は、 15～ 39 歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者。

近 年 、 高 止

ま り の 状 態

が 続 い て い

る。
7 7 万人7 9 万人
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教職員定数の改善等について    

【文部科学省】

■ 要請事項 

■ 要請の背景 

○ 学校現場では、特別支援学級に在籍する児童生徒の増加や通常の学級における発

達障害のほか、いじめや不登校、経済的に困難な家庭、外国にルーツを持つ子ども

など、さまざまな課題が存在しており、教育的ニーズのある子どもが増加し、また、

教員の長時間勤務が指摘される中、新学習指導要領の着実な実施をはじめ、さまざ

まな教育課題への対応が求められています。本市では、きめ細やかな指導の実現の

ため、各学校が実情に応じて指導方法工夫改善定数を学級担任に振り分けて活用す

るなど、一部の学校で小学校３年生以上の３５人以下学級を実施していますが、教

員が子どもと向き合う時間の確保が課題となっております。 

○ また、本市では、子ども一人ひとりの教育的ニーズに適切に対応し、小学校にお

ける包括的な児童支援体制を構築するため、全小学校で児童支援コーディネーター

を専任化していますが、児童支援コーディネーターの定数を全小学校に配置するの

は困難であり、多くの小学校では、児童支援業務に専念できるよう、担当授業時間

数等を軽減するための非常勤講師を配置している状況です。 

○ 国においては、いじめ等の教育上の課題に適切に対応し、教員が子どもと向き合

う時間の確保を図ることにより質の高い義務教育を実現するため、義務標準法の改

正による３５人以下学級の実現を小学校６学年及び中学校まで順次進めるとともに、

１ いじめ等の課題など教員が子どもと向き合う時間を確保し、きめ細やかな指導を

実現するため、義務標準法の改正による３５人以下学級を実現すること。 

２ いじめ・不登校等への早期発見・早期対応や子どもたちが抱えるさまざまな課題

の解決に資するため、児童支援を専任する教員を定数として措置すること。
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児童が抱える諸問題に適切に対応するため、児童支援を専任する教員の定数措置を

図るよう要請します。 

■ 現状 

■ 効果等 

○ 平成２６年度から児童支援コーディネーターを専任化し、丁寧な見取りによりい

じめの認知件数が増加するとともに、解消率については、改善傾向にあります。 

また、児童支援コーディネーターを中心とした校内支援体制の構築を促進したこ

とにより、支援の必要な児童の課題改善率も上昇しています。 
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